
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説

序
一二三結

行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
法
的
性
格

行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
意
義
と
法
的
要
件

行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
の
過
程

新

井

隆

一

序

　
カ
ー
ル
・
コ
ル
マ
ソ
が
、
曽
つ
て
、
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
ご
と
く
、
公
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
公
法
総
論
の
書
か
れ
ざ
る
一

　
　
　
　
二
）

章
で
あ
つ
た
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
行
政
法
の
分
野
に
お
い
て
著
し
か
つ
た
。
国
や
行
政
庁
と
国
民
と
は
、
行
政
の
関

　
　
　
　
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

係
的
諸
現
象
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
法
学
者
の
多
く
は
、
明
示
的

に
か
、
黙
示
的
に
か
、
国
や
行
政
庁
は
こ
れ
を
そ
の
主
体
と
し
て
取
扱
い
、
国
民
は
こ
れ
を
そ
の
客
体
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
が
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
政
の
関
係
的
諸
現
象
を
行
政
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
把
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝



　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

ゆ
え
に
か
、
行
政
法
学
の
一
般
理
論
は
、
行
政
に
お
け
る
作
用
に
関
す
る
研
究
の
主
軸
を
行
政
作
用
の
そ
れ
に
採
り
、
私
人
の
行
為
に
つ

い
て
は
、
行
政
作
用
の
理
論
に
お
け
る
附
加
的
問
題
と
の
意
識
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
行
政
法
の
教
科
書
が
、
一
般
に
、
行

政
行
為
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
職
権
に
よ
る
行
為
と
申
請
を
要
す
る
行
為
と
に
種
別
し
、
あ
る
い
は
、
同
意
を
要
す
る
行
為
と
同
意
を

要
し
な
い
行
為
と
に
類
別
し
て
い
る
な
ど
は
、
そ
の
現
象
的
事
実
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
近
く
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

ホ
フ
が
、
そ
の
教
科
書
に
、
　
「
協
力
を
要
す
る
行
政
行
為
U
R
目
詳
註
詩
茸
α
Q
昏
8
鋒
津
お
①
＜
。
箸
亀
ε
b
σ
Q
器
騨
」
な
る
一
節
を
設
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

ハ
ン
ス
・
」
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
、
同
じ
く
一
章
を
当
て
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
こ
れ
に
与
え
た
名
称
と
体
系
的
地
位
と
に
お
い
て
一
歩
を
出

で
て
は
い
る
が
、
な
お
、
同
じ
間
題
意
識
に
立
つ
て
の
こ
と
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
、
ク
ル
ト
・
エ
ゴ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

ッ
グ
が
、
　
「
行
政
行
為
に
お
け
る
私
人
の
協
力
寓
一
什
＆
詩
琶
α
q
犀
貯
緯
震
富
ぎ
く
賃
薫
p
一
ε
昌
⑳
ω
爵
ご
と
名
づ
け
て
い
る
な
ど
の
ご
と

き
は
、
行
政
の
関
係
的
諸
現
象
に
お
け
る
国
民
の
当
事
者
性
を
意
識
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
評
価
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
き
に
、
公
法
関
係
に
お
い
て
私
人
の
な
す
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
観
念
と
性
質
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
総
称
す
る
意
味
に
「
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

人
の
公
法
的
行
為
」
な
る
名
称
を
用
い
て
、
こ
れ
に
そ
の
主
体
性
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
美
濃
部
博
士
で
あ
つ
た
。
の
ち
に
、
田
中
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

教
授
は
、
こ
れ
を
「
私
人
の
公
法
行
為
」
と
呼
称
し
て
、
そ
の
性
質
と
適
用
原
理
と
を
追
究
さ
れ
た
。
し
か
し
、
曽
つ
て
こ
の
間
題
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

そ
の
行
為
の
主
体
性
を
認
識
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
た
こ
と
と
、
い
ま
こ
れ
を
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
と
に
は
、
そ
の
必
要
の
現
実
性
に
つ
い
て
、

著
し
い
相
異
を
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
新
憲
法
の
も
と
、
民
主
行
政
主
義
と
司
法
国
家
主
義
と
の
原
則
の
顕
現
は
、
行
政
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

私
人
の
行
為
の
演
ず
る
役
割
を
増
大
せ
し
め
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
わ
が
国
の
敗
北
の
結
果
と
は
い
え
、
特
に
、
租
税
法
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

こ
れ
に
、
主
役
と
し
て
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
を
敢
え
て
し
た
の
で
あ
る
。
課
税
権
の
発
動
形
式
と
し
て
の
申
告
納
税
の
方
式
の
採
用
が
、



す
な
わ
ち
、
こ
れ
で
あ
る
、
し
か
も
、
主
要
な
脇
役
と
し
て
遇
さ
れ
る
に
至
つ
た
私
人
の
行
為
を
、
戦
後
の
実
定
法
の
な
か
に
、
多
く
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
公
法
上
の
一
切
の
争
訟
に
つ
い
て
裁
判
所
に
出
訴
す
る
可
能
性
を
与
え
て
公

法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
関
す
る
判
決
の
進
展
す
る
方
向
を
示
し
て
い
る
司
法
国
家
主
義
の
現
実
が
、
公
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の

意
義
と
適
用
法
理
と
を
解
明
す
べ
き
学
問
的
方
法
論
と
そ
の
理
論
と
を
要
請
す
る
民
主
行
政
主
義
の
理
念
を
裏
．
つ
け
て
い
る
も
の
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
胃
内
o
目
暫
目
｝
砕
器
ヨ
α
R
お
。
算
お
霧
。
鼠
庄
一
3
窪
ω
貫
暮
鍔
算
お
一
ρ
ψ
鐸

（
二
）
　
行
政
の
営
為
を
行
政
機
関
に
よ
る
行
政
作
用
の
展
開
か
ら
の
み
観
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
、
行
政
に
お
け
る
諸
現
象
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
行
政
に
お
け
る
諸
現
象
は
、
こ
れ
を
法
的
に
考
察
す
る
と
き
は
、
各
具
体
的
行
政
関
係
事
象
に
つ
い
て
、
そ
の
発
生
か
ら
終
結
に
至
る

　
ま
で
系
統
的
連
続
を
保
ち
つ
つ
進
展
す
る
国
や
行
政
庁
と
国
民
と
の
間
に
存
す
る
法
に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
る
関
係
に
お
け
る
現
象
と
観
る
べ
き
で
あ

　
ろ
う
。
そ
れ
は
、
行
政
関
係
に
お
け
る
国
民
の
主
体
性
な
い
し
当
事
者
性
を
顕
現
せ
し
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
三
V
　
渡
辺
宗
太
郎
・
日
本
国
行
政
法
要
論
上
巻
・
一
二
頁
以
下
、
等
参
照
。

（
四
）
　
国
9
男
裳
幹
げ
o
戸
U
①
げ
り
び
β
o
げ
α
窃
く
曾
（
巴
言
昌
⑳
段
8
げ
堂
ω
阜
朗
お
凱
o
o
層
幹
お
轟
中

（
五
）
　
＝
。
旨
巧
○
一
捨
く
R
≦
巴
ε
藷
曾
g
げ
ρ
H
一
〇
ま
”
幹
N
9
卑

（
六
）
　
犀
2
①
げ
ぎ
α
q
聲
く
震
≦
巴
ε
お
霞
9
耳
）
≧
お
①
日
①
5
段
日
①
芦
一
ε
P
o
o
’
8
ω
中
　
は
、
行
政
行
為
の
種
類
と
し
て
、
　
「
協
力
を
条
件
と
す
る

　
行
政
行
為
U
一
⑦
ヨ
詳
＆
詩
g
β
σ
q
。
D
9
良
昌
α
q
富
昌
＜
R
毛
巴
葺
ロ
α
q
貫
辟
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
七
）
　
国
仁
詳
国
α
q
o
昌
＜
o
昌
日
自
①
σ
q
中
■
①
げ
3
自
○
げ
α
①
。
。
＜
R
薫
巴
葺
ロ
α
Q
胃
g
げ
富
’
む
い
ひ
｝
ψ
旨
O
津

（
八
）
　
美
濃
部
達
吉
・
日
本
行
政
法
上
巻
・
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

（
九
）
　
田
中
二
郎
・
私
人
の
公
法
行
為
の
観
念
に
就
て
ー
そ
の
性
質
と
適
用
原
理
・
行
政
行
為
論
・
三
一
八
頁
以
下
、
同
・
行
政
法
総
論
．
二
四
六

　
頁
以
下
、
等
参
照
。

（
一
〇
）
　
美
濃
部
・
日
本
行
政
法
（
心
九
一
九
年
）
・
一
七
五
頁
以
下
、
佐
々
木
惣
一
・
日
本
行
政
法
総
論
（
一
九
二
四
年
）
・
一
二
九
頁
・
五
一
四
頁

　
以
下
、
美
濃
部
・
行
政
法
撮
要
（
一
九
三
三
年
）
、
同
・
行
政
法
総
則
・
新
法
学
全
集
・
一
三
二
頁
以
下
、
同
・
日
本
行
政
法
上
巻
（
一
九
三
六
年
Y

　
一
七
五
頁
以
下
、
田
中
・
私
人
の
公
法
行
為
の
観
念
に
就
て
ー
そ
の
性
質
と
適
用
原
理
・
法
学
協
会
雑
誌
五
六
巻
一
二
号
、
等
。

（
二
）
R
閑
。
℃
o
詳
g
冒
雇
器
器
目
震
蝕
o
昌
身
普
①
oo
ぎ
も
霞
隆
o
p
＞
℃
℃
①
且
昼
＜
o
一
」
ダ
》
u
。。
・

（
一
二
）
　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
沿
革
的
に
は
、
賦
課
徴
収
の
方
式
が
課
税
権
の
発
動
形
式
の
制
度
上
の
原
則
で
あ
つ
た
。
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七

　
年
）
に
直
接
税
に
つ
い
て
申
告
納
税
の
方
式
を
採
用
し
た
劃
期
的
変
革
が
、
民
主
行
政
主
義
の
租
税
法
制
度
に
お
け
る
発
現
で
あ
る
と
公
式
的
に
は

　
表
現
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
、
そ
の
事
情
の
正
鵠
な
解
明
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
稿
・
税
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
序
説

　
9
・
税
法
学
一
一
八
号
二
一
頁
以
下
参
照
。
O
い
国
名
o
詳
8
冒
饗
ま
器
↓
㊤
×
緯
δ
ロ
げ
蜜
芸
①
ω
げ
8
℃
冒
奮
一
〇
p
＞
℃
需
ロ
象
卸
＜
o
一
●
H
ざ
や

　
U
o
。
’
市
丸
吉
左
衛
門
・
最
新
法
人
税
の
理
論
と
実
務
・
四
一
二
頁
、
等
参
照
。

（
＝
二
）
　
私
稿
・
前
掲
参
照
。

行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
法
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嗣
）

美
濃
部
博
士
は
、
そ
の
「
私
人
の
公
法
的
行
為
」
を
、
届
、
願
、
訴
、
の
三
に
分
か
つ
て
、
そ
の
法
的
性
格
を
説
か
れ
、
田
中
教
授
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

こ
れ
ら
に
、
さ
ら
に
、
同
意
ま
た
は
承
諾
、
を
加
え
ら
れ
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
私
人
の
公
法
行
為
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
各
名
称
が
、
こ
れ
を
付
さ
れ
た
諸
行
為
の
相
互
の
間
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
で



は
な
く
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
、
い
ず
れ
も
、
行
政
庁
に
対
す
る
行
為
で
あ
り
、
公
法
的
な
効
果
を
生
ず
る
点
に
お
い
て
共
通
性
を
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
そ
れ
ら
の
名
称
の
も
と
に
分
類
し
て
論
ず
る
こ
と
に
は
、
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。

　
行
政
法
学
の
他
の
諸
法
学
に
対
す
る
後
行
性
は
、
行
政
の
領
域
に
お
け
る
行
為
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
行
政
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
観

念
を
構
成
し
、
そ
の
法
的
性
格
の
内
容
を
充
墳
し
、
そ
の
適
用
法
理
を
発
見
す
る
な
ど
に
当
つ
て
、
と
り
わ
け
て
民
法
に
お
け
る
法
律
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

に
関
す
る
法
理
を
類
推
す
る
方
法
論
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
行
政
行
為
が
、
行
為
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
民
法
に
い
わ
ゆ
る
行

為
と
近
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
主
た
る
原
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
法
の
領
域
に
お
い
て
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

為
に
つ
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
意
思
の
自
由
は
、
行
政
に
お
け
る
法
治
主
義
の
原
理
と
は
親
し
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理

の
要
請
は
、
行
政
行
為
に
つ
い
て
、
裁
量
の
範
囲
を
狭
義
に
解
し
、
覇
束
の
範
疇
を
拡
張
し
て
、
国
民
の
権
利
保
護
を
全
う
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

る
学
問
的
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
の
も
と
、
つ
ま
り
は
、
や
が
て
、
行
政
の
法
的
諸
関
係
に
お
い
て
、
実
定
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

政
法
律
の
定
め
る
実
体
的
法
律
要
件
が
、
私
法
実
体
法
に
い
わ
ゆ
る
意
思
の
要
素
に
代
わ
る
役
割
を
演
ず
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
理
論
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

展
開
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
法
行
為
一
般
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
行
政
行
為
と
と
も
に

公
法
行
為
の
範
疇
に
も
属
す
る
公
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
形
式
的
に
も
、
実
質
的
に
も
、
劃
一
化
し
定
型
化
す
る
傾
向
を
有
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

多
く
の
場
合
に
、
そ
の
効
果
が
、
法
の
規
定
に
よ
つ
て
、
一
定
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
結
果
を
招
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
行
政
行
為
よ
り
も
む
し
ろ
私
法
行
為
に
近
似
し
、
私
人
の
行
為
と
し
て
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

者
の
間
に
本
質
的
な
区
別
は
存
し
な
い
、
と
す
る
見
解
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
差
異
す
る
と
こ
ろ
を
求
め
れ
ば
、

　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

そ
れ
は
、
私
人
の
行
為
が
、
公
法
に
よ
つ
て
具
現
さ
れ
て
公
法
的
特
色
を
表
徴
す
る
か
、
私
法
に
よ
つ
て
具
現
さ
れ
て
私
法
的
特
色
を
表

徴
す
る
か
、
に
あ
る
、
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
行
為
の
ご
と
く
一
般
的
法
原
理
に
ま
で
還
元
し
う
る
法
的
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ニ
）

念
は
、
公
法
の
原
理
と
私
法
の
原
理
と
に
共
通
な
法
理
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
領
域
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

を
公
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
観
れ
ば
、
そ
の
観
念
に
は
、
少
く
と
も
、
私
人
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
公
法
関
係
の
発
生
・
変

更
・
消
滅
の
現
象
す
る
も
の
と
、
私
人
の
意
欲
、
判
断
、
認
識
、
観
念
、
等
の
表
示
、
通
知
、
等
の
存
在
に
つ
い
て
効
果
が
も
つ
ぱ
ら
法

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
生
ず
る
も
の
と
、
何
ら
法
的
効
果
の
と
も
な
わ
な
い
も
の
と
の
区
別
が
存
し
う
る
こ
と
が
知
ら
れ
う
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
の
区
別
は
、
公
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
観
念
と
法
理
と
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
要
請
と
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
）

的
必
要
と
が
迫
つ
て
生
ぜ
し
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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美
濃
部
・
日
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行
政
法
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巻
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一
七
五
頁
以
下
。

　
（
二
）
　
田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
一
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
・
二
四
六
頁
以
下
。

　
（
三
）
　
田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
一
八
頁
。

　
（
四
）
　
こ
の
方
法
論
は
、
一
時
、
ド
イ
ッ
の
学
界
に
風
靡
し
、
通
説
的
見
解
と
な
つ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
＜
α
q
一
●
型
い
呂
当
鼻
U
霧
ω
貫
緯
甲

　
　
8
。
算
α
8
∪
①
暮
ω
9
。
昌
閃
①
一
9
9
H
一
」
。
F
ω
。
一
。。
o
。
動
ゑ
●
一
。
一
一
ぎ
。
ぎ
＜
o
コ
轟
一
ε
お
胃
。
。
耳
一
。
鉾
ω
●
N
お
“
ρ
匡
曙
①
き
∪
①
5
ω
9
①
ω

　
　
＜
①
暑
巴
ε
夷
巽
o
o
拝
一
督
ω
。
ε
ゆ
∴
界
囚
g
目
㊤
g
”
9
●
ゆ
・
O
・
ω
9
N
ひ
ゅ
∴
O
」
W
昏
一
〇
き
誓
2
①
昌
o
o
耳
一
一
”
≧
蒔
①
B
①
ぎ
①
の
ω
け
窪
Φ
旨
①
o
算
』

　
　
＞
β
ゆ
こ
這
総
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oo
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O
o
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臨
こ
F
幹
多
い
ま
で
は
、
こ
の
方
法
論
を
否
定
す
る
も
の
も
少
く
な
い
。
例
え
ぽ
、
国
・
国
o
お
普
o
癖
黛
欝
○
・
9
一
〇。
ω
算

　
　
な
お
、
田
中
・
前
掲
書
・
二
九
六
頁
参
照
。

　
（
五
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
二
九
六
頁
、
等
参
照
。



（
一
〇
）

（
二
）

（
一
二
）

（
一
三
）

（
一
四
）

（
六
）
　
有
倉
遼
吉
・
公
法
に
お
け
る
理
念
と
現
実
・
一
七
九
頁
以
下
、
等
参
照
。
な
お
、
私
稿
．
法
効
果
に
見
る
用
語
の
相
異
・
税
理
四
巻
四
号
三
〇

　
頁
以
下
、
同
・
租
税
物
納
の
法
理
・
税
法
学
一
〇
〇
号
三
頁
以
下
、
等
参
照
。

（
七
）
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捺
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貝
脩
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・
租
税
債
務
関
係
の
理
論
．
一
二
七
頁
、
同
・
税
法
講
義
1
・
五
五
頁

以
下
参
照
。

（
九
）
　
田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
二
二
頁
、
等
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

田
中
・
前
掲
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行
政
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論
ニ
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ε
夷
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算

田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
一
六
頁
。

有
倉
・
前
掲
書
・
一
二
〇
頁
、
等
参
照
。

私
稿
・
税
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
口
・
税
法
学
一
一
九
号
二
頁
参
照
。

一
〇
N
ざ
ψ
N
一
●

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
意
義
と
法
的
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
論
ぜ
ら
る
べ
く
し
て
、
行
政
法
学
に
お
け
る
総
論
的
課
題
で
あ
り
、
行
政
各
法
の
分
野
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

語
ら
る
べ
き
多
く
の
各
論
的
課
題
を
担
う
て
い
る
。
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
判
決
の

集
積
す
る
と
こ
ろ
に
て
ら
し
て
も
、
実
務
が
、
甚
だ
し
く
、
そ
の
解
決
を
理
論
に
要
請
し
て
や
ま
な
い
間
題
の
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
七



　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
を
、
そ
の
法
的
性
格
か
ら
、
法
律
行
為
た
る
行
為
と
、
準
法
律
行
為
た
る
行
為
と
、
事
実
行
為
た
る
行

為
と
に
、
分
か
つ
と
き
、
法
律
行
為
た
る
行
為
は
、
さ
ら
に
、
単
独
行
為
と
、
双
方
行
為
と
、
合
同
行
為
と
に
、
分
け
ら
れ
る
が
、
双
方

行
為
は
、
公
法
上
の
契
約
の
理
論
の
う
ち
に
論
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
広
い
分
野
を
有
し
、
合
同
行
為
と
と
も
に
、
意
義
、
性
質
お
よ

び
支
配
す
る
法
理
な
ど
に
つ
い
て
、
単
独
行
為
と
は
、
異
別
の
も
の
で
あ
る
。
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
狭
義
に
は
、
こ
こ
に

い
わ
ゆ
る
双
方
行
為
と
合
同
行
為
と
を
除
く
も
の
で
あ
り
、
法
律
行
為
た
る
行
為
で
あ
る
と
、
準
法
律
行
為
た
る
行
為
で
あ
る
と
、
事
実

行
為
た
る
行
為
で
あ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
私
人
の
一
方
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
に
考
察
の
対
象
と
す
る
行
政
法
に
お
け
る
私
人

の
行
為
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
狭
義
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
を
、
そ
の
成
立
と
効
力
と
な
ど
に
関
し
て
論

ず
る
に
当
つ
て
は
、
事
実
行
為
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
間
題
が
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
完
全
に
成
立
し
、
か
つ
、
効
力
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
、
実
体
的
に
も
、
手
続
的
に
も
、

一
定
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
体
的
に
一
定
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
は
、
主

　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
（
六
）

体
に
関
し
て
、
行
政
法
上
の
意
思
能
力
と
行
為
能
力
と
を
有
す
る
私
人
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
に
関
し
て
、
可
能
な
、

確
定
的
な
、
か
つ
、
適
法
な
も
の
で
あ
り
、
形
式
に
関
し
て
、
法
的
に
一
定
の
方
式
を
要
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
備
え
る
も

　
　
　
（
七
）

の
で
あ
る
。
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
は
、
実
体
的
に
一
定
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
行
為
が
作
成

さ
れ
、
そ
れ
が
、
提
出
さ
れ
、
効
力
を
生
ず
る
ま
で
の
連
続
体
的
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
手
続
的
に
一
定
の
法
的
要
件
を
充
足
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
さ
し
く
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
の
主

要
な
問
題
で
あ
る
。



（
一
）
　
行
政
事
訴
訟
法
も
行
政
法
に
属
す
る
と
い
え
ば
、
私
人
が
行
政
事
件
に
つ
い
て
裁
判
所
に
対
し
て
な
す
行
為
も
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行

　
為
で
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
そ
れ
が
、
訴
訟
法
の
領
域
に
存
し
、
訴
訟
法
学
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
を
除
外
す
る

　
こ
と
と
す
る
。
田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
〇
七
頁
、
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
八
号
二
二
頁
、
等
参
照
。

（
二
）
　
田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
〇
八
頁
以
下
参
照
。

（
三
）
　
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
八
号
一
頁
以
下
参
照
。

（
四
）
　
公
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
私
法
行
為
に
比
較
し
て
、
一
身
専
属
的
な
、
代
理
に
親
し
ま
な
い
も
の
が
少
く
な
い
。
し
か
し
、
特
に
、
本

　
人
自
身
が
行
う
こ
と
を
要
件
と
す
る
よ
う
な
行
為
を
除
い
て
は
、
法
に
特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
、
代
理
が
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
田

　
中
・
前
掲
書
・
二
四
七
頁
、
南
博
方
・
私
人
の
公
法
行
為
の
観
念
と
適
用
法
理
ー
判
例
の
研
究
を
中
心
と
し
て
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
五
六

　
頁
、
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
九
号
五
頁
、
等
参
照
。

（
五
）
　
田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
二
四
頁
、
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
五
一
頁
、
美
濃
部
・
前
掲
書
・
一
八
九
頁
、
私
稿
．
前

　
掲
・
税
法
学
一
一
九
号
三
頁
以
下
、
等
参
照
。
判
決
例
と
し
て
は
、
大
審
院
判
決
・
大
正
六
・
一
二
・
二
〇
・
民
録
二
三
輯
二
一
七
八
頁
、
大
審
院

　
判
決
・
昭
和
一
〇
・
四
・
八
・
民
集
一
四
巻
五
一
一
頁
、
札
幌
地
裁
判
決
・
昭
和
二
九
・
二
・
九
・
行
裁
例
集
五
巻
一
一
号
二
七
七
三
頁
、
等
参

　
照
。
な
お
、
大
審
院
判
決
・
大
正
五
・
一
二
・
二
二
・
民
録
二
二
輯
二
五
一
二
頁
、
福
岡
高
裁
・
昭
和
二
七
・
一
一
・
二
九
・
下
級
民
集
三
巻
一
一

　
号
一
七
一
二
頁
、
参
照
。

（
六
）
　
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
九
号
四
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
に
お
い
て
、
　
『
申
告
に
つ
い
て
の
意
思
能
力
あ
る
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
能
力
な

　
き
者
の
申
告
と
い
え
ど
も
、
す
べ
て
、
有
効
に
成
立
す
る
も
の
と
解
し
て
差
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
』
と
い
つ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
行
為
能

　
力
な
き
者
」
と
は
、
民
法
上
行
為
能
力
な
き
者
の
義
で
あ
つ
て
、
申
告
が
有
効
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
民
法
上
行
為
能
力
な
き
者
と

　
い
え
ど
も
、
税
法
上
、
申
告
に
つ
い
て
、
行
為
能
力
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
田
中
・
前
掲
書
・
二
四
六
頁
、
南
・

　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説

前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
五
四
頁
、
等
参
照
。

（
七
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
二
四
七
頁
、
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
五
八
頁
、
私
稿
．
前
掲
．
税
法
学
一

決
、
昭
和
二
四
・
六
・
三
〇
・
行
裁
月
報
｝
八
号
五
七
頁
、
等
参
照
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
、

　
の
存
在
の
可
能
性
は
、
有
力
で
あ
る
。

一
〇

一
九
号
五
頁
以
下
、
徳
島
地
裁
判

再
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
反
対
説

三
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
の
過
程

　一
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
作
成

（
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
法
律
行
為
た
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
が
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
効
果

意
思
、
表
示
意
思
お
よ
び
表
示
行
為
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
、
準
法
律
行
為
た
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
例
え
ば
、
判
断
表
示
は
、
表
示
す
べ

き
判
断
、
表
示
意
思
お
よ
び
表
示
行
為
を
も
つ
て
、
観
念
通
知
は
、
通
知
す
べ
き
観
念
、
通
知
意
思
お
よ
び
通
知
行
為
を
も
つ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
作
成
と
は
、
こ
の
よ
う
な
、
効
果
意
思
お
よ
び
表
示
意
思
、
表
示
す

べ
き
判
断
お
よ
び
表
示
意
思
ま
た
は
通
知
す
べ
き
観
念
お
よ
び
通
知
意
思
な
ど
を
形
成
し
ま
た
は
確
認
す
る
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
行
為
の
作
成
は
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
構
造
で

あ
る
。

　
こ
の
確
認
の
方
式
は
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
要
式
行
為
で
あ
る
か
、
不
要
式
行
為
で
あ
る
か
、
に
よ
つ
て
相
異
す
る
。

も
つ
と
も
、
確
認
そ
れ
自
体
は
、
精
神
的
現
象
で
あ
り
、
行
為
者
の
内
心
の
現
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
相
異
は
、
も
つ
ぱ
ら
、
確
認
を
そ



の
有
象
化
と
い
う
面
に
お
い
て
考
察
す
る
場
合
の
間
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
要
式
行
為
に
あ
つ
て
は
、
表
示
ま
た
は
通
知
は
、
口
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

を
も
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
本
則
で
あ
る
か
ら
、
確
認
は
、
有
象
性
を
帯
有
す
る
こ
と
な
く
、
精
神
的
現
象
と
し
て
無
象
の
ま
ま
直
ち
に

表
示
さ
れ
ま
た
は
通
知
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
要
式
行
為
に
あ
つ
て
は
、
書
面
を
も
つ
て
す
る
要
式
行
為
を
通
常
と
す
る
か
ら
、
確

認
の
内
容
は
、
書
面
に
記
録
さ
れ
て
、
そ
の
有
象
性
を
帯
有
し
、
表
示
ま
た
は
通
知
は
、
こ
の
書
面
の
提
示
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る

　
要
式
行
為
に
関
し
て
、
い
ま
、
こ
こ
に
お
い
て
問
題
と
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
ま
ず
、
違
式
の
行
為
に
つ
い
て
で
あ
り
、
書
面
を
も
つ
て

す
る
要
式
行
為
に
つ
い
て
、
実
定
法
規
が
私
人
の
行
為
の
書
面
に
ょ
る
べ
き
こ
と
の
み
を
定
め
て
そ
の
様
式
を
定
め
な
い
場
合
に
お
け
る

書
面
の
作
製
の
方
式
で
あ
り
、
作
製
さ
れ
た
書
面
の
不
備
で
あ
り
、
書
面
に
お
け
る
行
為
者
等
の
署
名
押
印
の
要
否
で
あ
る
。

　
違
式
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
定
の
方
式
の
定
立
が
、
そ
の
行
為
の
内
容
と
そ
の
存
在
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
行
政
政
策
上
の
便
宜

に
出
で
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
定
の
方
式
以
外
の
方
式
に
よ
つ
て
も
、
そ
の
行
為
の
内
容
と
そ
の
存
在
を
明
確
に
す
る
に
充
分
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
然
に
無
効
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
書
面
を
も
つ
て
す
る
要
式
行
為
に
つ
い
て
、
実
定
法
規
が
私
人
の
行
為
の
書
面
に
よ
る
べ
き
こ
と
の
み
を
定
め
て
そ
の
様
式
を
定
め
な

い
場
合
に
お
い
て
、
行
政
庁
が
、
行
政
命
令
に
よ
り
、
行
政
の
実
際
に
お
い
て
、
様
式
を
定
め
て
い
る
よ
う
な
と
き
、
行
為
者
た
る
私
人

は
、
こ
の
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
、
に
関
し
て
語
ら
る
べ
き
こ
と
は
、
行
政
庁
が
法
規
を
も
つ
て
し
な
い
で
様
式
を
定

　
　
　
　
　
（
三
）

め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
国
民
を
拘
束
す
る
力
を
有
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
当
該
行
為
が
形

式
に
関
す
る
も
の
を
除
い
て
実
体
的
に
一
定
の
法
的
要
件
を
充
足
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
様
式
に
よ
る
こ
と
の
な
い
書
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

も
つ
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
効
力
に
つ
い
て
、
問
題
を
生
じ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二



　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
哺
二

　
書
面
の
不
備
に
つ
い
て
、
特
に
間
題
と
す
べ
き
は
、
法
定
記
載
事
項
の
記
載
と
法
定
添
付
書
類
と
の
毅
疵
ま
た
は
欠
敏
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
暇
疵
ま
た
は
欠
嵌
は
、
法
定
記
載
事
項
も
し
く
は
そ
の
記
載
ま
た
は
法
定
添
付
書
類
も
し
く
は
そ
の
添
付
が
、
当
該
行
為
の
本
体
ま

た
は
そ
の
内
容
に
と
つ
て
、
可
分
で
あ
る
か
ま
た
は
不
可
欠
で
な
い
な
ら
ば
、
当
該
行
為
の
主
体
に
よ
る
補
正
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

の
効
力
に
影
響
を
及
ぽ
さ
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
書
面
の
不
備
一
般
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
行
政
行
為
に
対
す
る
不
服
の
申
立
に
お
い
て
、
申
立
書
に
不
服
の
事
由
を
記
載
す
べ
き
こ
と
が
法
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
こ

の
記
載
を
欠
鉄
し
て
い
る
と
き
、
ま
た
は
、
記
載
は
あ
る
が
そ
れ
が
事
由
と
い
う
に
価
す
る
も
の
で
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
、

実
質
的
に
み
て
、
行
政
庁
が
当
該
行
政
行
為
に
つ
い
て
反
省
し
ま
た
は
弁
明
す
る
に
由
な
き
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
も
、
行
政

庁
は
、
そ
の
欠
鉄
ま
た
は
暇
疵
を
理
由
と
し
て
、
直
ち
に
、
当
該
申
立
を
却
下
し
、
ま
た
は
棄
却
す
べ
き
で
は
な
く
、
由
立
人
に
当
該
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

立
書
を
返
付
し
て
、
事
由
の
記
載
ま
た
は
補
正
を
求
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
申
立
人
が
そ
の
記
載
ま
た
は
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

正
を
な
さ
な
い
と
き
に
限
り
、
当
該
申
立
は
、
却
下
さ
れ
ま
た
は
棄
却
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
政
庁
が
不
服
の
申
立
に

つ
い
て
実
体
的
に
裁
決
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
不
服
の
事
由
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ

の
困
難
性
は
顕
著
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

　
書
面
に
お
け
る
行
為
者
等
の
署
名
押
印
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
等
が
書
面
に
署
名
押
印
す
べ
き
こ
と
を
法
が
定
め
て
い
る
場
合

で
あ
つ
て
も
、
他
に
そ
の
行
為
の
内
容
が
当
該
行
為
者
等
の
真
意
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
事
由
が
知
ら
れ
う
る
か

ら
に
は
、
署
名
押
印
を
な
さ
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
や
む
を
え
な
い
事
情
が
存
す
る
限
り
、
署
名
押
印
に
代
り
、
記
名
ま
た
は
押
印
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

つ
て
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
書
面
に
当
該
行
為
者
等
が
署
名
押
印
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
法
の
趣
旨
・
目
的
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

書
面
の
内
容
が
当
該
行
為
者
等
の
真
意
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
こ
と
に
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　二
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
提
出

（
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
提
出
の
方
法
は
、
そ
の
行
為
が
要
式
行
為
で
あ
る
か
、
不
要
式
行
為
で
あ
る
か
に
よ
り
、
ま
た
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

事
者
で
あ
る
行
政
庁
と
私
人
と
が
対
話
者
間
関
係
に
あ
る
か
、
隔
地
者
間
関
係
に
あ
る
か
に
ょ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
別
の
も
の
で
あ
る
。

　
行
為
が
要
式
行
為
で
あ
り
、
書
面
を
も
つ
て
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
当
事
者
が
対
話
者
間
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
行
為
の
提
出
は
、

私
人
が
、
所
轄
行
政
庁
す
な
わ
ち
当
該
行
為
を
受
理
す
る
権
限
あ
る
行
政
庁
に
対
し
、
当
該
行
政
庁
ま
た
は
そ
の
補
助
機
関
の
担
荷
者
た

る
公
務
員
に
、
当
該
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
に
お
い
て
、
当
該
行
為
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
も
つ
て
、
当
該
書
面
を
提
示
す
れ
ば

足
り
る
。
行
為
が
不
要
式
行
為
で
あ
り
、
当
事
者
が
対
話
者
問
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
行
為
の
提
出
は
、
私
人
が
、
所
轄
行
政
庁
に
対
し
、

当
該
行
政
庁
ま
た
は
そ
の
補
助
機
関
の
担
荷
者
た
る
公
務
員
に
、
当
該
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
に
お
い
て
、
口
頭
ま
た
は
こ
れ
に
代
る
手

段
に
よ
り
、
当
該
行
為
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
も
つ
て
、
当
該
行
為
の
内
容
た
る
意
思
、
判
断
ま
た
は
観
念
等
を
表
示
ま
た
は
通

知
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

　
当
事
者
が
隔
地
者
間
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
行
為
の
提
出
は
、
私
人
が
、
行
為
が
要
式
行
為
で
あ
り
書
面
を
も
つ
て
す
べ
き
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
当
該
書
面
を
、
行
為
が
不
要
式
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
行
為
の
内
容
を
口
頭
に
代
わ
る
書
面
そ
の
他
の
手
段
を
も
つ
て

明
示
し
て
当
該
書
面
そ
の
他
の
手
段
を
、
所
轄
行
政
庁
を
宛
名
人
と
し
ま
た
は
所
轄
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
た
る
行
政
官
公
署
の
名
称
を

も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
当
該
行
政
官
公
署
の
所
在
地
を
宛
所
と
し
て
、
郵
便
等
を
も
つ
て
発
送
し
、
ま
た
は
使
者
を
し
て
送
付
す
る
こ
と

　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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一
四

を
も
つ
て
な
さ
れ
る
。

　
私
人
が
書
面
等
を
所
轄
行
政
庁
ま
た
は
そ
の
補
助
機
関
の
担
荷
者
た
る
公
務
員
に
提
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
面
等
を
提
示
さ

れ
た
公
務
員
の
担
荷
す
る
補
助
機
関
が
当
該
書
面
等
を
受
理
す
る
権
限
を
分
掌
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
提
示
が
当
該
行

為
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
も
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
提
示
を
も
つ
て
、
所
轄
行
政
庁
へ
の
当
該
行
為
の
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
邑

が
あ
つ
た
も
の
と
解
し
て
間
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
特
定
の
補
助
機
関
が
特
定
の
私
人
の
行
為
を
受
理
す
る
権
限
を
分
掌
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
行
政
命
令
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
も
と
よ
り
、
法
規
を
も
つ
て
定
め
ら
れ

て
い
る
と
き
で
あ
つ
て
も
、
一
般
私
人
の
必
ず
し
も
知
り
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
定
の
私
人
の
行
為
が
こ
れ
を
受
理
す
る
権
限
を
分

掌
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
特
定
の
補
助
機
関
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
結
果
に
お
い
て
、
一

般
私
人
に
不
測
の
損
害
を
加
え
る
虞
が
あ
り
、
私
人
に
と
つ
て
酷
に
過
ぎ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
の
権
限
の
分
掌
が

行
政
命
令
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
私
人
を
拘
束
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
所
轄
行
政
庁
と
人
的
管
轄
ま
た
は
事
物
管
轄
を
同
じ
く
し
土
地
管
轄
を
異
に
す
る

行
政
庁
に
対
し
て
、
土
地
管
轄
を
誤
ま
つ
て
提
示
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
提
示
は
、
所
轄
行
政
庁
に
対
し
て
な
さ
れ
た
提
出
と
解
さ

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
理
由
の
根
拠
は
、
私
人
の
権
利
保
護
と
人
的
管
轄
ま
た
は
事
物
管
轄
を
同
じ
く
し
土
地
管
轄
を
異
に
す
る
行
政
庁

間
相
互
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
移
送
の
可
能
性
と
、
行
政
庁
に
そ
の
移
送
の
義
務
が
あ
る
と
す
る
こ
と
が
信
義
誠
実
の
原
則
の
要
請
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
人
の
行
為
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
人
的
管
轄
ま
た
は
事
物
管
轄
を
異
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

る
行
政
庁
に
対
し
て
、
提
示
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
提
示
は
、
所
轄
行
政
庁
に
対
す
る
提
出
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
該
人
的
管
轄



ま
た
は
事
物
管
轄
を
異
に
す
る
行
政
庁
淋
誤
ま
つ
て
こ
の
提
示
の
受
領
を
な
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
提
示
し
た
私
人
に
こ
れ
を
返
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
返
付
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
私
人
は
、
そ
の
行
為
の
所
轄
行
政
庁
に
よ
る
受
理
が
あ
つ
た
も
の
と
誤

信
し
て
、
不
測
の
損
害
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
為
の
返
付
が
あ
つ
た
場
合
に
、
私
人
が
更
め
て
所
轄
行
政
庁

に
対
し
て
当
該
行
政
行
為
を
提
出
す
る
と
き
は
、
既
に
行
為
の
提
出
に
つ
き
法
定
期
限
が
経
過
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
先
行
の
誤

ま
つ
て
な
さ
れ
た
行
為
の
提
示
の
日
が
当
該
法
定
期
限
内
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
す
べ
き
が
、
私
人
の
行
為
の
提
出
権
を
保
護
す
る
所
以

　
　
（
一
六
）

で
あ
ろ
う
。

　
私
人
が
、
そ
の
行
為
を
、
所
轄
行
政
庁
ま
た
は
そ
の
補
助
機
関
の
担
荷
者
た
る
公
務
員
に
、
当
該
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
に
お
い
て
、

提
出
す
る
場
合
、
当
該
執
務
の
場
所
は
、
当
該
行
政
庁
の
通
常
の
執
務
の
場
所
た
る
行
政
官
公
署
の
建
物
ま
た
は
そ
の
構
内
で
あ
る
必
要

は
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
行
政
庁
が
、
特
定
の
事
項
に
つ
き
、
特
定
の
場
合
に
、
当
該
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
で
あ
る

と
指
定
し
ま
た
は
指
定
し
た
と
同
一
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
の
場
所
、
ま
た
は
、
特
定
の
事
項
に
つ
き
、
特
定
の
場
合
に
、

当
該
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
で
あ
る
と
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
特
定
の
場
所
、
も
ま
た
、
当
該
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
提
出
の
時
期
は
、
そ
の
行
為
の
法
的
性
格
か
ら
み
て
、
随
時
と
定
時
と
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。

提
出
の
時
期
が
定
時
で
あ
る
私
人
の
行
為
と
は
、
そ
の
提
出
す
べ
き
時
期
が
期
間
ま
た
は
期
限
を
も
つ
て
限
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

特
定
の
行
為
の
提
出
の
時
期
が
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
ず
れ
で
あ
る
べ
き
か
は
、
そ
の
行
為
の
法
的
性
格
か
ら
定
ま
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
る

が
、
実
定
行
政
法
規
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

　
　
　
行
政
法
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お
け
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行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説

せ
よ
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
有
効
な
実
定
行
政
法
規
の
定
立
す
る
そ
の
提
出
の
時
期
に
お
い
て
、

で
あ
る
。

　
一
六

提
出
せ
ら
る
べ
き
も
の

ラ
三
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
効
力
の
発
生

（
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
作
成
の
間
題
も
、
そ
の
提
出
の
問
題
も
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
一
切
の
間
題
を
包
摂
し
て
、
そ
の
実
体

的
法
的
要
件
の
充
足
に
関
す
る
間
題
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
そ
の
効
力
の
問
題
と
関
連
し
て
そ
の
意
義
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、

事
実
行
為
た
る
行
為
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
、
そ
の
法
的
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

を
発
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
法
的
効
果
を
生
ず
る
こ
と
な
き
法
的
行
為
は
有
り
う
べ
く
も
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
そ
の
実
体
的
法
的
要
件
と
手
続
的
法
的
要
件
と
を
充
足
し
た
と
き
に
、
そ
の
効
力
を
発
生
す
る
。

実
体
的
法
的
要
件
を
充
足
し
た
行
為
が
提
出
に
関
す
る
法
的
要
件
を
充
足
し
た
に
し
て
も
、
そ
の
行
為
は
、
な
お
、
そ
の
効
力
を
発
生
す

る
も
の
で
は
な
い
。
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
手
続
的
法
的
要
件
に
は
、
提
出
に
関
す
る
法
的
要
件
の
ほ
か
に
、
効
力
発
生
に
関

す
る
法
的
要
件
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
象
的
に
観
て
も
、
提
出
と
効
力
の
発
生
と
の
間
に
は
、
時
間
的
に
も
、
手
続
的
に
も
、

間
隔
が
あ
り
う
る
こ
と
が
知
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
実
体
的
法
的
要
件
と
提
出
に
関
す
る
法
的
要
件
と
を
充
足
し
て
提
出
さ
れ
、
い
か
な
る
状
態
に
至

つ
て
、
そ
の
効
力
を
発
生
す
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
表
白
主
義
、
発
信
主
義
、
到
達
主
義
、
了
知
主
義
、
の
諸
原
則
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の



い
ず
れ
を
一
般
的
原
則
と
し
て
採
用
す
る
か
は
、
国
の
行
政
政
策
の
間
題
で
あ
り
、
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
る
が
、
行
政
法
学
の
間
題
で

も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

　
行
政
法
学
の
一
般
は
、
実
定
行
政
法
規
上
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
到
達
主
義
の
原
則
に
拠
る
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て

（
二
〇
）

お
り
、
わ
が
国
の
実
定
行
政
法
規
も
、
そ
の
制
度
的
建
前
に
依
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
特
定
の
当
事
者
の
間
に
お
け
る
相
手

方
に
対
す
る
他
の
一
方
に
よ
る
そ
の
意
思
、
判
断
、
観
念
、
等
の
表
示
ま
た
は
通
知
は
、
そ
の
相
手
方
に
ょ
つ
て
了
知
し
う
べ
き
状
態
に

お
か
れ
た
と
き
に
、
そ
の
効
力
を
発
生
す
る
と
す
る
こ
と
が
、
法
理
論
的
に
も
、
法
制
度
的
に
も
、
合
理
的
で
あ
り
、
合
目
的
的
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
ご

と
、
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
到
達
主
義
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
効
力
の
発
生
の
時
期
は
、
そ
の
行
為
が
所
轄
行
政
庁
に
到
達
を
な
し

た
と
き
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
行
政
法
学
の
一
般
は
、
そ
の
行
政
作
用
論
に
お
い
て
、
準
法
律
行
為
的
行
政
行
為
と
し
て
、
受
理
、
を
挙
げ
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人

の
行
為
の
法
的
効
果
の
発
生
を
こ
れ
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
。
受
理
は
、
受
理
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
と
き
に
の
み
、
な
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
受
理
の
法
的
要
件
は
、
受
理
の
対
象
た
る
私
人
の
行
為
の
制
度
的
意
義
か
ら
演
繹
し
、
そ
の
行
為
に
関
す
る
法
の
諸
規
定
と

そ
の
法
理
と
か
ら
帰
納
し
て
、
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
人
の
行
為
の
受
付
の
法
的
要
件
を
充
足
し
た
受
付
が
あ
る
こ

と
と
、
私
人
の
行
為
の
実
体
的
法
的
要
件
を
充
足
す
べ
き
事
実
の
存
在
の
形
式
的
掲
示
が
あ
る
こ
と
と
、
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
理
の

法
的
要
件
の
充
足
は
、
こ
の
受
付
が
あ
つ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
こ
の
形
式
的
掲
示
が
あ
れ
ば
足
り
、
実
体
的
法
的
要
件
を
充
足
す
べ
き
事

実
が
実
質
的
に
現
実
に
存
在
す
る
か
否
か
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
実
体
的
法
的
要
件
を
充
足
す
る
事
実
が
実
質
的
に
現
実

　
　
　
行
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け
る
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立
過
程
序
説
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一
八

に
存
在
す
る
か
否
か
を
認
定
す
る
こ
と
は
、
当
該
私
人
の
行
為
に
対
し
て
な
す
べ
き
行
政
庁
に
よ
る
行
政
行
為
の
実
体
の
問
題
で
あ
る
こ

と
、
制
度
の
目
的
上
不
合
理
ま
た
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
、
事
実
上
不
可
能
ま
た
は
困
難
性
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
受
理
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ニ
）

的
要
件
と
す
る
に
つ
き
、
制
度
的
に
必
要
が
な
い
か
、
不
可
能
で
あ
る
か
、
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
受
付
の
法
的
要
件
は
、

私
人
の
行
為
が
そ
の
実
体
的
法
的
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
提
出
の
法
的
要
件
を
充
足
し
た
提
出
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
私
人
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

為
が
提
出
の
あ
つ
た
行
政
庁
の
所
轄
で
あ
る
こ
と
の
形
式
的
掲
示
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
私
人
の
行
為
が
当
該
行
政
庁
ま
た
は
そ
の
補
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

機
関
の
担
荷
者
た
る
公
務
員
に
入
手
さ
れ
ま
た
は
聴
取
さ
れ
う
べ
き
状
態
に
至
つ
て
い
る
こ
と
と
、
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
受
付
の
法

的
要
件
は
、
到
達
の
法
的
要
件
と
同
一
で
あ
り
、
受
付
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
事
実
が
存
在
す
る
と
き
は
、
当
該
行
政
庁
は
、
当
該
私

人
の
行
為
の
受
付
を
当
然
に
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
人
の
行
為
が
、
受
付
の
法
的
要
件
を
充
足
し
た
と
き
に
は
、

そ
の
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
人
の
行
為
の
受
理
に
当
つ
て
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
受
理
の
法
的
要
件
を
充

足
し
て
い
る
か
否
か
の
調
査
が
あ
り
、
充
足
し
て
い
る
も
の
と
の
認
定
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
到
達
ま
た
は
受
付
か
ら
受
理
に
至
る
ま

で
、
こ
れ
に
相
当
の
時
間
的
経
過
が
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
人
の
行
為
の
法
的
効
果
の
発
生
を
受
理
に
か

か
ら
し
め
る
に
し
て
も
、
私
人
の
行
為
が
受
理
の
法
的
要
件
を
充
足
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
行
政
庁
は
、
当
然
に
、
受
理
を
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
受
理
の
法
的
要
件
を
充
足
し
て
い
る
私
人
の
行
為
は
、
到
達
の
と
き
に
、
そ
の
効
力
の
発
生
が

あ
る
も
の
と
し
て
、
不
都
合
も
、
不
合
理
も
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
人
の
行
為
の
効
力
の
発
生
の
時
期
を
、
一
般
的
に
、

受
理
の
と
き
と
す
る
こ
と
は
、
到
達
と
い
う
観
念
の
一
般
的
用
法
に
も
矛
盾
す
る
の
み
な
ら
ず
、
故
意
に
受
理
の
時
期
を
延
引
し
て
、
私

人
の
行
為
の
効
力
の
発
生
を
妨
げ
る
虞
と
、
国
民
の
権
利
保
護
を
欠
く
憾
と
、
存
す
る
こ
と
あ
る
を
否
め
な
い
の
で
あ
る
。



　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
発
生
の
時
期
は
、
そ
の
到
達
の
と
き
で
あ
る
こ
と
に
は
相
異
が
な
い
に
し
て
も
、
当
事
者
が
対
話
者

間
関
係
に
あ
る
と
き
と
隔
地
者
間
関
係
に
あ
る
と
き
と
に
よ
り
、
行
為
が
要
式
行
為
で
あ
る
こ
と
と
不
要
式
行
為
で
あ
る
こ
と
と
に
よ
り
、

異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
当
事
者
が
対
話
者
間
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
が
口
頭
を
も
つ
て
提
出
を
さ
れ
る
場
合
に
は
、
私
人
の

行
為
の
到
達
と
受
付
と
受
理
と
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
事
実
が
、
あ
る
い
は
同
一
で
あ
り
、
あ
る
い
は
重
複
し
ま
た
は
同
時
に
実
現
す

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
到
達
の
あ
つ
た
と
き
と
受
付
が
な
さ
れ
る
と
き
と
が
同
時
で
あ
り
、
受
付
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
事

実
と
受
理
の
法
的
要
件
を
充
足
す
る
事
実
と
が
同
一
で
あ
り
ま
た
は
重
複
し
も
し
く
は
同
時
に
実
現
す
る
た
め
に
、
そ
の
受
付
と
受
理
と

を
理
論
的
に
は
区
別
し
え
て
も
、
そ
の
実
益
に
は
極
め
て
乏
し
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
一
般
的
に
は
、
到
達
の
と
き
と
受
理
の
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
）

と
が
同
時
で
あ
る
と
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
到
達
の
と
き
が
私
人
の
行
為
の
効
力
の
発
生
の
と
き
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
、

到
達
に
よ
つ
て
効
力
の
発
生
が
確
定
す
る
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
が
対
話
者
間
関
係
に
あ
り
、
私
人
の
行
為
が
書
面
を
も
つ
て
提

出
を
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
到
達
と
受
付
と
受
理
と
の
間
に
時
間
的
経
過
が
あ
り
、
到
達
の
と
き
が
行
為
の
効
力
の
発
生
の
と
き
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
、
受
付
に
よ
つ
て
到
達
の
確
認
が
あ
り
、
か
つ
、
受
理
す
べ
き
か
否
か
の
決
定
が
所
轄
行
政
庁
に
義
務
づ
け
ら
れ
、

受
理
に
よ
つ
て
効
力
の
発
生
が
確
定
す
る
関
係
で
あ
る
。
当
事
者
が
隔
地
者
間
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
が
使
者
を
し
て
送
付
せ
し
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
当
事
者
が
対
話
者
間
関
係
に
あ
る
と
き
に
準
ず
る
も
の
と
解
し
て
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
隔
地
者
間
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
が
書
面
を
も
つ
て
提
出
を
さ
れ
る
た
め
、
そ

の
書
面
が
郵
便
を
も
つ
て
発
送
せ
し
め
ら
れ
た
場
合
に
、
問
題
が
存
す
る
。

　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
そ
れ
が
書
面
を
も
つ
て
郵
便
に
よ
り
発
送
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
郵
便
制
度
上
の
通

常
の
手
続
と
方
法
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
が
、
宛
名
人
た
る
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
た
る
行
政
官
公
署
の
建
物
、
そ
の
附
属
設
備
も
し
く
は

そ
の
敷
地
内
に
お
い
て
、
通
常
の
場
合
に
郵
便
物
を
受
領
す
る
た
め
に
附
置
さ
れ
て
あ
る
郵
便
受
函
等
の
設
備
に
投
置
さ
れ
、
ま
た
は
、

宛
名
人
た
る
行
政
庁
も
し
く
は
そ
の
補
助
機
関
の
担
荷
者
た
る
公
務
員
に
手
交
さ
れ
た
と
き
を
、
そ
の
到
達
の
と
き
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
問
題
は
、
私
人
の
行
為
の
提
出
の
以
後
、
行
政
庁
へ
の
到
達
に
至
る
ま
で
の
手
続
的
過
程
が
郵
便
機
関
の
担
荷
者
の
作
用
に

よ
つ
て
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
到
達
の
有
無
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
に
争
い
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
到
達
の
立
証
の
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）

の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
行
政
法
学
の
一
般
は
、
そ
の
立
証
責
任
は
、
発
信
者
た
る
当
該
行
為
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
行
為
は
、
通
常
、
郵
便
に
よ
る
発
送
が
あ
れ
ば
、
一
定
の
期
間
内
に
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
（
二
七
）

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
行
為
が
、
私
人
に
よ
る
受
領
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
書
面
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

場
合
、
そ
の
書
面
は
、
こ
れ
を
受
領
す
べ
き
行
政
行
為
の
相
手
方
た
る
私
人
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
住
所
ま
た
は
居
所
に
送
達
を
な
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
送
達
が
郵
便
に
よ
る
場
合
に
は
、
送
達
を
な
さ
る
べ
き
書
面
は
、
行
政
庁
ま
た
は
そ
の
補
助
機
関
の
担
荷
者

た
る
公
務
員
に
よ
り
発
送
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
が
認
定
さ
れ
る
以
上
、
反
対
の
証
拠
が
な
い
限
り
、
当
該
私
人
ま
た
は
そ
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
）

理
人
が
こ
れ
を
受
領
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
り
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
相
当
期
間
内
に
、
当
該
私
人
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
》

そ
の
代
理
人
に
送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
私
人
の
行
為
が
書
面

を
も
つ
て
郵
便
に
よ
り
行
政
庁
に
宛
て
て
発
送
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
推
定
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の
が
、
行
政
法
学
の
一
般
で

（
三
〇
）

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
行
政
庁
に
よ
る
私
人
の
行
為
の
到
達
が
な
か
つ
た
こ
と
の
主
張
は
そ
れ
自
体
に
公
の
証
拠
力
が
あ



る
に
反
し
て
、
私
人
に
よ
る
行
政
行
為
の
到
達
が
な
か
つ
た
こ
と
の
主
張
は
別
段
の
証
拠
の
な
い
限
り
真
実
と
推
定
さ
れ
る
だ
け
の
力
を

　
　
　
　
　
　
　
（
三
一
）

有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
公
正
を
著
し
く
失
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ

（
三
二
）

う
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
、
最
近
の
判
決
の
う
ち
に
は
、
普
通
郵
便
と
し
て
郵
便
局
に
渡
さ
れ
た
郵
便
物
に
つ
い
て
、
そ
の
返
送
も
さ
れ
な
い

が
、
宛
名
人
に
対
し
て
も
配
達
も
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
絶
対
に
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
返
送
さ
れ
な
い
と
の
一
事
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
）

つ
て
、
行
政
庁
に
よ
り
普
通
郵
便
を
も
つ
て
発
送
さ
れ
た
書
面
が
宛
名
人
に
到
達
を
し
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
判
示
を

な
す
も
の
も
現
わ
れ
て
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
一
概
に
、
行
政
庁
に
よ
り
郵
便
を
も
つ
て
発
送
さ
れ
た
書
面
が
一
定
の
期
間
内
に
到
達
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
四
）

し
た
も
の
と
の
こ
の
よ
う
な
推
定
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
、
行
政
庁
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な

推
定
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
行
政
の
運
営
に
支
障
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
の
危
惧
が
否
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私

人
の
行
為
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
到
達
の
推
定
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
行
政
庁
が

郵
便
に
よ
つ
て
書
面
を
私
人
に
宛
て
て
発
送
し
た
と
き
に
、
そ
の
郵
便
を
も
つ
て
発
送
し
た
こ
と
が
公
の
記
録
に
よ
つ
て
証
明
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
）

き
は
、
こ
の
よ
う
な
推
定
が
許
さ
れ
、
行
政
庁
が
そ
の
到
達
の
立
証
を
免
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
人
が
そ
の
発
信
簿
を
備
え

て
行
政
庁
に
対
す
る
郵
便
を
も
つ
て
す
る
書
面
の
発
送
を
記
録
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
記
録
が
真
実
と
推
定
さ
れ
る
に
足
り
る
程
度

に
、
客
観
的
に
、
継
続
的
に
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
行
政
庁
の
記
録
と
そ
の
証
拠
力
と
私
人
の
記
録
と
そ
の
証
拠
力
と
は
、
そ
こ
に
公

の
も
の
で
あ
る
か
、
私
の
も
の
で
あ
る
か
、
の
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
公
の
も
の
か
、
私
の
も
の
か
と
い
う
形
式
的
な

判
断
の
み
で
、
そ
の
実
質
を
み
な
い
こ
と
は
、
当
を
得
て
い
な
い
と
い
え
な
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
定
期
に
、
継

続
的
に
な
さ
れ
る
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
提
出
を
な
し
た
と
の
当
該
私
人
の
主
張
を
否
定
す
べ
き
根
拠
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、

　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

前
回
ま
で
の
実
績
か
ら
し
て
そ
の
提
出
の
な
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
う
る
か
ら
に
は
、
そ
の
行
為
の
提
出
が
な
か
つ
た
と
す
る
こ
と
は

　
　
（
三
六
）

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
書
面
を
も
つ
て
郵
便
に
よ
り
提
出
を
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
書
面
が
封
筒
等
に
封
入
さ
れ
た
郵
便
物
と

し
て
発
送
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
郵
便
物
が
所
轄
行
政
庁
に
到
達
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
封
筒
に
書
面
が
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
か
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
七
）

か
、
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
書
面
が
提
出
を
さ
る
べ
き
当
該
書
面
で
あ
つ
た
否
か
、
に
つ
い
て
問
題
の
生
じ
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
例
え
ば
、
私
人
が
営
業
許
可
の
申
請
書
を
封
筒
に
封
入
し
た
郵
便
物
と
し
て
所
轄
行
政
庁
に
宛
て
て
発
送
し
、
そ
の
郵
便
物
が

当
該
行
政
庁
に
到
達
を
し
た
場
合
、
当
該
行
政
庁
が
、
あ
る
い
は
、
そ
の
郵
便
物
た
る
封
筒
に
は
い
か
な
る
書
面
も
封
入
さ
れ
て
な
か
つ

た
と
主
張
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
封
筒
に
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
書
面
は
当
該
営
業
の
許
可
書
で
は
な
か
つ
た
と
主
張
す
る
よ
う
な
場
合
に
、

当
該
営
業
の
許
可
書
が
そ
の
封
筒
に
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
か
否
か
、
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
政
庁
と
当
該
私
人
と
の
い
ず
れ
に
立
証
責
任

が
存
す
る
か
、
と
い
う
ご
と
き
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
私
人
が
、
当
該
書
面
の
提
出
を
な
し
た
こ
と
に
つ
き
真
実
と
推
定
さ
れ

る
に
足
り
る
程
度
に
客
観
的
に
継
続
的
に
な
さ
れ
て
い
る
私
人
の
記
録
が
存
す
る
と
き
、
当
該
私
人
の
当
該
書
面
の
提
出
に
定
期
的
継
続

性
が
あ
つ
て
前
回
ま
で
の
実
績
か
ら
し
て
そ
の
提
出
が
予
想
さ
れ
う
る
と
き
、
当
該
書
面
が
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
と
さ
れ
る
封
筒
に
当
該

書
面
が
封
入
さ
れ
て
あ
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
、
当
該
私
人
が
当
該
書
面
の
写
ま
た
は
控
を
保
存
し
て
い
る
と
き
、
等
、
当
該
書
面
が

当
該
封
筒
に
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
に
足
る
事
実
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
書
面
は
当
該
書
類
に
封
入
さ
れ
て
あ
つ

た
と
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
推
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
覆
え
す
た
め
に
は
、
行
政

庁
が
そ
の
反
証
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
反
証
と
し
て
は
、
当
該
書
面
以
外
の
物
が
当
該
封
筒
に
封
入



さ
れ
て
あ
つ
た
事
実
、
す
な
わ
ち
、
当
該
封
筒
に
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
物
が
明
示
さ
れ
、
そ
の
物
が
封
入
さ
れ
て
あ
つ
た
こ
と
の
合
理
性

が
明
確
に
さ
れ
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
該
封
筒
に
現
実
に
何
物
も
封
入
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
反

証
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
行
政
庁
は
、
私
人
の
郵
便
物
と
し
て
発
送
し
た
何
物
も
封
入
さ
れ
て
い
な
い
封
筒
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
当

該
私
人
に
対
し
て
、
少
く
と
も
、
当
該
封
筒
に
何
物
も
封
入
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
事
実
を
通
知
し
て
お
く
こ
と
が
信
義
誠
実
の
原
則
の
要

請
に
即
応
す
る
所
以
で
あ
り
、
こ
れ
に
違
背
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
た
不
利
益
は
、
こ
れ
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
実
定
行
政
法
規
に
こ
れ
を
な
す
べ
き
時
期
を
限
定
す
る
期
間
ま
た
は
期
限
の
定

　
　
　
　
（
三
八
）

め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
段
の
規
定
が
あ
る
と
き
を
除
い
て
は
、
そ
の
期
間
内
ま
た
は
期
限
以
前
に
、
こ
れ
が
所
轄
行
政
庁
に
到

達
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
実
定
行
政
法
規
が
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
を
な
す
べ
き
時
期
を
限
定
す
る
期
間
ま
た
は
期
限
に
不

可
変
更
性
を
附
す
る
こ
と
を
定
め
る
と
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
宥
恕
す
べ
き
事
由
あ
る
場
合
等
に
こ
の
限
定
を
排
除
す
べ
き
特
段
の
定
め

　
　
　
　
（
三
九
）

を
な
し
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
期
間
外
ま
た
は
期
限
後
に
お
い
て
当
該
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
所
轄
行
政
庁
に
到
達

を
し
た
と
き
は
、
当
該
私
人
の
行
為
が
当
該
行
政
庁
に
よ
り
却
下
さ
れ
る
こ
と
は
、
免
か
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
実
定
行
政
法
規
が
、

行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
を
な
す
べ
き
時
期
を
限
定
す
る
期
間
ま
た
は
期
限
に
不
可
変
更
性
を
附
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
な
い
と
き
、

そ
の
期
間
外
ま
た
は
そ
の
期
限
後
に
お
い
て
当
該
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
所
轄
行
政
庁
に
到
達
を
し
た
と
き
は
、
行
政
上
の
処

罰
そ
の
他
の
制
裁
ま
た
は
不
利
益
を
免
か
れ
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
効
力
の
発
生
は
、
そ
の
期
間
外
ま
た
は
期
限
後
に
お
い
て
当
該
到

達
が
あ
つ
た
こ
と
に
か
か
わ
り
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
）
　
不
要
式
行
為
で
あ
つ
て
も
、
手
続
の
便
宜
上
、
表
示
ま
た
は
通
知
が
書
面
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
あ
り

　
　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
う
る
。
こ
の
場
合
、
確
認
が
有
象
性
を
帯
有
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
口
頭
に
代
る
手
段
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
電
報
に
よ
る
こ
と
に

　
つ
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
行
政
手
続
法
U
霧
毘
α
q
①
ヨ
o
言
o
＜
R
毒
巴
ε
昌
α
q
ω
α
p
①
ω
o
言
出
＜
O
こ
む
器
●
O
劇
一
。
2
繋
ミ
㌣
一
3
0
第
＝
二
条
参
照
。

（
二
）
　
東
京
高
裁
判
決
・
昭
和
二
七
・
五
・
一
・
行
裁
例
集
三
巻
四
号
六
六
七
頁
、
福
島
地
裁
判
決
・
昭
和
二
八
・
五
・
二
七
・
行
裁
例
集
四
巻
五
号

　
一
〇
七
〇
頁
、
長
崎
地
裁
判
決
・
昭
和
二
九
・
六
・
一
一
・
行
裁
例
集
五
巻
六
号
一
二
五
九
頁
、
等
参
照
。

（
三
）
　
例
え
ば
、
所
得
税
の
確
定
申
告
等
の
申
告
書
の
様
式
は
、
実
定
租
税
法
規
に
何
ら
の
定
め
な
く
、
税
務
行
政
庁
が
、
こ
れ
を
定
め
て
い
る
。

（
四
）
　
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
九
号
五
頁
。

（
五
）
　
行
政
裁
判
決
・
昭
和
五
・
三
・
二
四
・
行
録
四
一
輯
四
一
九
頁
、
高
松
高
裁
判
決
・
昭
和
二
六
・
五
・
八
・
行
裁
例
集
二
巻
五
号
七
七
八
頁
、

等
参
照
。

（
六
）
　
書
面
の
不
備
は
、
一
般
に
、
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
錯
誤
の
外
部
か
ら
認
識
さ
れ
う
べ
き
場
合
の
一
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
田

　
中
・
前
掲
書
・
二
四
八
頁
、
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
六
〇
頁
以
下
、
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
九
号
七
頁
、
等
参
照
。
判
決
例
と

　
し
て
、
行
政
裁
判
決
・
昭
和
四
・
五
・
九
・
行
録
四
〇
輯
五
七
八
頁
、
最
高
裁
判
決
・
昭
和
三
三
・
五
・
二
四
・
民
集
一
二
巻
八
号
一
一
一
五
頁
、

等
参
照
。

（
七
）
　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
行
政
手
続
法
第
＝
二
条
参
照
。

（
八
）
　
有
倉
・
処
分
の
理
由
と
異
議
の
事
由
・
税
一
五
巻
一
二
号
五
五
頁
、
私
稿
・
法
人
税
法
に
お
け
る
決
定
の
理
由
と
不
服
の
事
由
・
会
社
実
務
の

　
友
六
二
輯
二
六
頁
以
下
等
、
参
照
。

（
九
）
　
鵜
飼
信
成
・
署
名
の
規
定
の
必
要
・
国
家
学
会
雑
誌
六
四
巻
四
号
九
〇
頁
参
照
。

（
一
〇
）
　
東
京
高
裁
判
決
・
昭
和
三
三
・
五
・
二
八
・
行
裁
例
集
九
巻
五
号
九
二
二
頁
参
照
。
最
高
裁
判
決
・
昭
和
二
九
・
一
二
・
二
一
・
民
集
八
巻

　
一
二
号
二
二
二
二
頁
は
、
署
名
押
印
に
代
り
、
記
名
押
印
を
要
す
る
旨
判
示
し
て
い
る
。
南
助
教
授
は
、
多
く
の
場
合
署
名
押
印
を
要
す
る
も
の
と



解
す
ぺ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
、
田
中
・
前
掲
書
・
二
四
七
頁
を
掲
示
さ
れ
る
が
（
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
五
八
頁
）
、
同
書
同
頁
に
は

該
当
の
記
述
が
な
い
。
な
お
、
有
倉
・
は
ん
こ
と
め
く
ら
判
・
税
一
六
巻
三
号
七
七
頁
参
照
。

（
一
一
）
　
最
高
裁
判
決
・
前
註
掲
参
照
。

（
一
二
）
　
対
話
者
間
関
係
と
隔
地
者
間
関
係
と
の
区
別
は
、
空
間
的
距
離
の
遠
近
に
よ
る
べ
き
で
は
な
く
、
時
間
的
経
過
の
相
対
的
有
無
に
よ
る
べ
き

　
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ぱ
、
行
為
の
提
出
が
行
為
者
た
る
本
人
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
よ
り
直
接
に
電
話
ま
た
は
電
信
に
よ
る
通
話
ま
た
は
通

　
信
な
ど
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
対
話
者
間
関
係
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
一
三
）
　
東
京
高
裁
判
決
・
昭
和
三
三
・
三
・
三
一
・
高
裁
民
集
一
一
巻
三
号
一
九
七
頁
参
照
。
こ
の
原
審
は
、
反
対
趣
旨
の
判
決
を
な
し
て
い
る

　
（
東
京
地
裁
・
昭
和
三
一
．
一
二
・
二
二
．
行
裁
例
集
七
巻
一
二
号
三
〇
九
頁
以
下
参
照
）
。

（
一
四
）
　
最
高
裁
判
決
・
昭
和
三
三
・
五
・
二
四
・
民
集
一
二
巻
八
号
一
一
二
二
頁
以
下
参
照
。
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
（
税
制
調
査
会

　
第
二
次
答
申
）
第
四
．
二
申
告
手
続
・
3
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
の
項
も
、
こ
の
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
税
制
調
査
会
・

　
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
（
税
制
調
査
会
第
二
次
答
申
）
及
び
そ
の
説
明
。
昭
和
三
六
年
七
月
・
答
申
一
〇
頁
・
答
申
別
冊
五
六
頁
以
下

　
参
照
。

（
一
五
）
　
私
稿
．
前
掲
・
税
法
学
一
〇
〇
号
七
頁
に
『
所
轄
税
務
行
政
庁
を
あ
や
ま
つ
て
な
さ
れ
た
申
請
』
と
い
う
場
合
も
、
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学

　
二
九
号
六
頁
に
『
所
轄
所
政
庁
を
誤
ま
っ
て
な
さ
れ
た
と
き
』
と
い
う
場
合
も
、
と
も
に
、
こ
こ
に
い
う
、
人
的
管
轄
ま
た
は
事
物
管
轄
を
異
に

　
す
る
行
政
庁
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
と
き
、
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
一
六
）
　
高
松
高
裁
判
決
・
昭
和
三
一
．
三
・
一
〇
・
行
裁
例
集
七
巻
三
号
五
九
三
頁
、
東
京
高
裁
・
昭
和
三
三
・
三
二
三
・
高
裁
民
集
一
一
巻
三

　
号
一
九
七
頁
、
等
参
照
。

（
一
七
）
　
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
九
号
六
頁
に
い
う
『
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
で
あ
る
行
政
官
公
署
』
も
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。
同
趣
旨
の
判
決

　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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と
し
て
、
行
政
裁
判
決
・
大
正
一
五
・
一
一
・
二
二
・
行
録
三
七
輯
一
一
九
七
頁
参
照
。

（
一
八
）
　
事
実
行
為
た
る
行
為
で
さ
え
も
、
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
事
実
上
の
効
果
が
現
象
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
一
九
）
　
例
え
ば
、
訴
願
法
第
一
〇
条
第
二
項
が
「
郵
便
逓
送
ノ
日
数
ハ
第
八
条
ノ
訴
願
期
聞
内
二
之
ヲ
算
入
セ
ス
」
と
規
定
す
る
よ
う
に
、
発
信
主

義
の
原
則
を
採
る
場
合
（
鉱
業
法
第
二
七
条
・
第
二
八
条
、
等
を
も
参
照
）
、
　
恩
給
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
の
よ
う
に
、
通
信
官
署
の
公
証
あ
る

　
こ
と
を
条
件
と
し
て
一
定
期
間
後
の
到
達
を
期
間
内
の
到
達
と
み
な
す
場
合
、
等
が
あ
る
。
な
お
、
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
七
四
頁

参
照
。

（
二
〇
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
二
四
七
頁
、
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
七
四
頁
、
等
参
照
。

（
一
二
）
　
南
助
教
授
は
、
こ
の
こ
と
を
『
当
然
の
条
理
で
あ
る
』
と
説
か
れ
る
（
南
．
前
掲
．
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
七
三
頁
）
。
　
な
お
、
鳩
山
秀

　
夫
・
法
律
行
為
乃
至
時
効
・
一
九
二
頁
以
下
、
等
参
照
。

（
二
二
）
　
具
体
的
に
詳
細
に
は
、
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
〇
〇
号
七
頁
以
下
参
照
。

（
二
三
）
　
前
註
参
照
。

（
二
四
）
　
行
政
庁
が
、
特
定
の
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
書
面
を
も
つ
て
提
出
を
さ
る
べ
き
よ
う
な
場
合
に
、
例
え
ば
、
行
政
庁
の
執
務
場
所

　
た
る
行
政
官
公
署
の
建
物
内
の
特
定
の
場
所
に
、
当
該
書
面
の
受
領
の
た
め
受
箱
等
の
特
定
の
設
備
が
し
て
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
受
箱
等
の
特
定

　
の
設
備
に
、
当
該
書
面
の
提
出
が
あ
つ
た
と
認
め
う
る
通
常
の
方
法
に
お
い
て
、
そ
の
書
面
を
付
置
す
れ
ぱ
、
こ
の
受
付
の
要
件
を
充
足
す
る
事
実

　
が
存
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
の
場
合
に
郵
便
物
を
受
領
す
る
た
め
に
行
政
庁
の
執
務
の
場
所
た
る
行
政
官
公
署
の
建
物
等
に
付
置

　
さ
れ
て
あ
る
郵
便
受
函
等
の
設
備
に
投
置
し
た
場
合
を
も
つ
て
も
、
こ
の
受
付
の
要
件
を
充
足
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
五
）
　
私
稿
・
前
掲
・
税
法
学
一
一
九
号
六
頁
、
伺
・
前
掲
・
税
法
学
一
〇
〇
号
七
頁
も
同
旨
で
あ
る
。



（
二
六
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
二
四
七
頁
、
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
七
五
頁
、
等
参
照
。
な
お
、
美
濃
部
・
前
掲
書
・
一
九
四
頁
参
照
。

（
二
七
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
二
四
七
頁
、
美
濃
部
・
日
本
行
政
法
・
二
二
九
頁
以
下
、
等
参
照
。
判
決
例
と
し
て
、
行
政
裁
判
決
・
昭
和
二
・
六
・
一

　
六
・
行
録
三
八
輯
七
三
八
頁
、
同
・
昭
和
三
・
一
・
二
四
・
行
録
三
九
輯
七
七
頁
、
等
参
照
。

（
二
八
）
　
判
決
例
と
し
て
、
行
政
裁
・
大
正
八
・
五
・
一
九
・
行
録
三
〇
輯
三
七
二
頁
、
同
・
大
正
一
五
・
六
・
三
．
行
録
三
七
輯
四
六
七
頁
、
等
参
照
。

（
二
九
）
　
判
決
例
と
し
て
、
前
二
註
掲
示
の
ほ
か
、
行
政
裁
判
決
・
大
正
五
・
二
・
七
・
行
録
二
七
輯
三
七
頁
、
行
政
裁
判
決
．
昭
一
三
．
七
・
二
二
．

　
行
録
四
九
輯
五
五
四
頁
、
水
戸
地
裁
判
決
・
昭
和
三
二
・
九
・
七
・
国
税
徴
収
法
関
係
判
例
集
追
録
二
号
九
五
頁
、
京
都
地
裁
・
昭
和
三
四
・
二
・

　
一
四
・
行
裁
例
集
一
〇
巻
二
号
三
一
〇
頁
、
等
参
照
。

（
三
〇
）
　
田
中
・
前
掲
・
行
政
行
為
論
・
三
二
八
頁
、
美
濃
部
・
日
本
行
政
法
上
巻
・
｝
九
四
頁
、
等
参
照
。
南
助
教
授
は
、
　
『
私
人
が
郵
便
物
を
発

　
送
し
た
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
推
測
は
許
さ
れ
な
い
の
に
、
行
政
庁
の
側
か
ら
発
送
し
た
場
合
に
は
こ
の
推
測
を
許
す
の
は
公
正
を
失
す
る
よ
う
に

　
も
思
わ
れ
る
が
』
と
疑
義
を
挿
み
つ
つ
も
、
美
濃
部
博
士
の
所
説
（
美
濃
部
・
日
本
行
政
法
・
一
九
四
頁
）
を
挙
げ
て
、
こ
れ
を
肯
定
さ
れ
て
い
る

　
（
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
七
五
頁
）
。

（
＝
二
）
　
美
濃
部
・
前
掲
書
・
一
九
四
頁
参
照
。

（
三
二
）
　
南
・
前
掲
・
民
商
法
雑
誌
四
二
巻
四
号
七
五
頁
参
照
。

（
三
三
）
　
東
京
高
裁
判
決
・
昭
和
二
九
・
五
・
二
九
・
行
裁
例
集
五
巻
五
号
一
〇
九
〇
頁
。
な
お
、
最
高
裁
判
決
・
昭
和
三
〇
．
三
．
二
九
．
民
集
九

　
巻
三
号
四
〇
一
頁
参
照
。

（
三
四
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
三
二
〇
頁
、
私
稿
・
租
税
債
務
履
行
遅
滞
と
利
子
税
の
法
的
性
格
H
・
税
法
学
八
八
号
一
九
頁
、
同
．
前
掲
．
税
法
学
一

　
一
九
号
六
頁
、
等
参
照
。

（
三
五
）
　
東
京
地
裁
判
決
・
昭
和
二
五
・
六
・
一
・
行
裁
例
集
一
巻
四
号
一
一
〇
頁
、
東
京
高
裁
判
決
・
昭
和
二
六
・
五
・
一
五
．
行
裁
例
集
二
巻
六
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二
七
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二
八

　
号
三
九
頁
、
等
参
照
。
な
お
、
美
濃
部
・
評
釈
公
法
判
例
大
系
上
巻
・
一
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
三
六
）
　
東
京
地
裁
判
決
・
昭
和
三
一
・
五
・
一
四
・
行
裁
例
集
七
巻
五
号
一
一
一
五
頁
は
、
　
「
青
色
申
告
書
を
提
出
し
た
と
の
納
税
義
務
者
の
主
張

　
を
否
定
す
べ
き
根
拠
が
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
つ
て
前
回
ま
で
の
実
績
か
ら
し
て
そ
の
提
出
の
な
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
以
上
、
税
務
署
の
内

　
部
的
事
務
処
理
の
帳
簿
と
認
め
ら
れ
る
申
告
書
収
受
簿
に
、
そ
の
収
受
の
記
載
が
な
い
こ
と
の
｝
事
を
も
つ
て
、
右
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
と

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
三
七
）
　
琉
球
中
央
巡
回
裁
判
所
判
決
・
一
九
六
一
・
三
・
二
七
・
一
九
六
〇
年
（
行
）
第
四
号
事
件
参
照
。

（
三
八
）
　
前
掲
註
（
一
九
）
参
照
。

（
三
九
）
　
例
え
ば
、
訴
願
法
第
入
条
第
三
項
参
照
。

結

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
下
級
行
政
庁
を
経
由
し
て
上
級
行
政
庁
に
提
出
を
さ
れ
る
場
合
、

こ
れ
に
つ
い
て
取
消
ま
た
は
撤
回
が
な
さ
る
べ
き
場
合
、
等
を
含
め
て
、
な
お
、
論
ぜ
ら
る
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ
り
、
こ
こ
に
語
ら
れ

た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
考
究
さ
る
べ
き
余
地
が
少
な
か
ら
ざ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
挙
げ
て
、
所
与
の
紙
数
の
責
に

帰
し
て
、
他
目
を
期
す
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
行
政
法
に
お
け
る
私
人
の
行
為
が
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
時
の
古
今
に
か
か
わ
ら
ず
、
探
究
さ
る
べ
き
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
つ

た
こ
と
は
、
行
政
お
よ
び
行
政
政
策
と
行
政
法
学
と
が
国
家
権
威
主
義
に
よ
つ
て
い
た
こ
と
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
結
に
か
え
て
指
摘
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
六
年
二
月
三
目
稿
）


